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現状と課題 

情報通信技術の急速な発展と，それに伴うインターネットをはじめとするＩＴ基盤の飛躍的

な普及は，それまでの情報伝達や情報交流の方法を大きく変化させ，今や県民と県政をつなぐ

主要な行政情報伝達・交流手段として，県ホームページやメールマガジンといったツールが定

着しています。 
県では，平成９年３月からホームページを開設し，各部署において作成・更新を行いながら，

積極的に最新の行政情報の提供を行っています。また，県メールマガジン「メルマガ・みやぎ」

による宮城の旬な情報の継続的発信をはじめ，携帯端末向け Web サイト「ポケットみやぎ」に

よる防災情報や観光情報の提供など，それぞれのツールの特性を生かして効果的な情報発信に

努めてきました。さらには，平成２３年７月の完全移行に向けて着実に普及・定着が進んでい

る地上デジタル放送においては，映像だけではなくデータ放送の発信が可能という利点を生か

し，平成２１年度からデータ放送による行政情報の発信を実施しているところです。 

インターネットを活用した情報発信については，今後とも，情報を受信する利用者の視点に

立ちながら，だれもが見やすく，使いやすいような，アクセシビリティ（使いやすさ）(※)に配

慮したホームページづくりを実施していくとともに，外国人県民等向けの多言語に対応した提

供情報の充実やインターネットの即時性を有効に生かした最新情報の提供など，県民ニーズに

応えた情報提供・発信の充実が求められています。また，県ホームページ等を通じて実施され

てきた「パブリックコメント（県民の意見提出手続制度）」などの県政や計画・条例等に対する

提案・意見の提出方法については，県政への県民の参画が一層促進されるよう，ＩＴを活用し

た手続方法について，さらに検討・改善を進めていく必要があります。 
 スマートフォンやｉＰａｄをはじめとするタブレットＰＣ(※)といった携帯型電子端末の高機

能化が進み，電子書籍(※)等新たな情報伝達媒体の普及が進んでいる現在，県民がいつでも，ど

こでも必要な情報を容易に入手することができるよう，様々なメディアの特性を意識した行政

情報の効果的な発信に努めるとともに，提供情報の一層の充実を促進する必要があります。 
 

取組方針 

 県民のだれもが，いつでも，どこでも必要な情報を簡単に入手できるよう，迅速な情報発信

や提供情報の充実に努めるとともに，だれもが見やすく，使いやすいホームページづくりを促

進します。また，県ホームページをはじめとしてＩＴを積極的に活用しながら，県民ニーズの

把握に努め，県政への県民参画の促進を図ります。 

 

電子自治体化の推進 ４ 

１ 行政情報提供・発信の充実と情報交流の推進 
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 【主な取組】 

１ 県ホームページの充実 
県ホームページについては，一層の提供情報の充実や迅速化，アクセシビリティの向上を図る

ため，ＣＭＳ（コンテンツマネジメントシステム）(※)を導入し，リニューアルを実施します。県

議会ホームページについては，引き続き会議録情報の提供及び議会中継を行います。県警察ホー

ムページについては，治安情報の迅速かつ的確な発信により，安全対策の充実を図ります。 
また，歳入確保を図るため，県ホームページ及び県警察ホームページにおける広告掲載につい

て，引き続き実施していきます。 
 

   http://www.pref.miyagi.jp/ 

   http://www.pref.miyagi.jp/kengikai/ 

   http://www.police.pref.miyagi.jp/ 

２ 多文化共生に対応した県ホームページの多言語化の推進 

県ホームページにおいて多言語化に関する一定のルールを作り，外国語による提供情報の充実

を図ることで，外国人県民等の生活の安全・安心の確保と外国人観光客，外資系企業誘致の促進

を目指します。 

 

３ ＩＴを活用した県民参画の促進 

パブリックコメント（県民の意見提出手続制度）や知事への提案をはじめとした，県政に対す

る提案・意見の提出方法について，電子申請システム等のＩＴを一層利活用した方法を検討・実

施し，県政への県民参画を促進します。 

http://www.pref.miyagi.jp/gyokei/gyokei-ser/publiccom/publiccomNEW.htm 

http://www.pref.miyagi.jp/gyokei/gyokei-ser/ippitu/ippitu.htm 

４ ＩＴを活用した行政情報の積極的な発信 

●ポケットみやぎ【携帯サイト】 

携帯端末向けの情報発信サイト「ポケットみやぎ」の運用により，県からのお知らせや災害・

防災情報，観光情報等を提供します。 

 http://www.pref.miyagi.jp/m/ 
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●メルマガ・みやぎ【メルマガ】 

県メールマガジン「メルマガ・みやぎ」の継続的な発信により，宮城県の旬の話題やイベント

情報など，幅広い情報を提供します。 

 

  http://www.pref.miyagi.jp/kohou/mailmaga/index.htm 
 
●インターネット放送局【ＨＰ】 

インターネットの活用により，知事記者会見や画像県政ニュースなど，宮城県に関する様々な

画像や映像を提供します。 

 

宮城県インターネット放送局   http://www.pref.miyagi.jp/kohou/streaming/index.htm 
 

●地上デジタルテレビ放送を活用した行政情報の提供【地デジ】 

行政情報の新たな情報伝達手段として，地上デジタルテレビ放送を活用した行政情報の提供を

行います。 
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 ◆４ ＩＴを活用した行政情報の積極的な発信《宮城県インターネット放送局》 

（http://www.pref.miyagi.jp/kohou/streaming/index.htm） 
 

 

 
 

 
【目標指標】 

指  標 
現状値 

（21年度） 

目標値 

（25年度） 

パブリックコメントにおける１実施案件当たりの平均意見 

提出者・団体数 
23人・団体 30人・団体 
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現状と課題 

国では，平成１３年１月に「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」を策定し，その重点政策分野の１つとし

て電子政府の構築に取り組んできました。その後の「ＩＴ新改革戦略」（平成１８年１月）では，

「世界一便利で効率的な電子行政」を重点施策に掲げ，住民の利便性の向上と行政運営の簡素

化，効率化，高度化及び透明性の向上を目指し，行政手続のオンライン化やその利用促進を推

進してきました。 
そのような流れの中，県では，「宮城県電子申請システム」（平成１７年度），「宮城県建設工

事等電子入札システム」（平成１７年度），「宮城県物品等電子調達システム」（平成１９年度），

「地方税電子申告システム」（平成１７年度）等の各システムを順次構築・稼働開始し，インタ

ーネットを通じた各種申請・届出，入札・調達手続や県税の電子申告等の実施が可能となって

います。 
また，県税の納付については，マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）(※)を基盤とするぺ

イジー（Ｐａｙ－ｅａｓｙ）(※)との連携により，平成２０年度から金融機関のインターネット

／モバイルバンキングやＡＴＭを利用した納付が可能となり，さらに自動車税については，平

成２１年度からインターネットを通じたクレジット納付も可能となるなど，県民の利便性の向

上に向け，行政手続のオンライン化や県税納付の電子化を進めてきました。 
加えて「宮城県電子申請システム」については，平成２１年度にシステムの見直しを実施し，

「ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ(※)」を活用して県と市町村が共同で利用できる，経済性や効率性の高い

電子申請サービスを新たに導入しました。このことによって従来の自宅パソコンに加え，携帯

電話からも２４時間申請手続きができ，県民等にとってこれまで以上に利便性の高い行政サー

ビスの提供が可能になりました。 
しかしながら，電子申請システムをはじめとする行政における電子サービスは，手続が電子

化されていても，その手続に関する手数料等の納付については電子化が実現されていなかった

り，添付書類等の見直しがなされておらず，オンラインによる手続と印刷物による添付書類の

提出が重複して必要になる場合もあるなどの課題もあり，一部を除き，いまだ県民に浸透して

いるとは言い難く，利用実績も伸び悩んでいる状況にあります。 
今後は，これまで構築した各システムの安定した運用を図るとともに，「新たな情報通信技術

戦略」（平成２２年５月）など国の施策とも適切に連携しながら，より利便性の高い，利用者本

位のサービスを提供するため，利用手続の拡大や手続内容の見直しを行い，電子申請利用率の

向上に努める必要があります。また，オンライン上の様々な行政手続を安全に行うことができ

るよう，第三者による情報改ざんの防止や通信相手の確認を行う「公的個人認証サービス(※)」

の円滑な運営が引き続き求められています。 

 
取組方針 

 行政サービスの利用者がいつでもどこでも手続が可能となるよう，行政手続のオンライン化

を一層推進するとともに，電子申請利用率の向上を図ります。また，オンライン化された行政

サービスを安全に提供するため，「公的個人認証サービス」の円滑な運営に努め，電子証明書(※)

の普及拡大を促進します。 

 

２ 行政手続オンライン化の推進 
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【主な取組】 

１ 電子申請の推進（宮城県電子申請システム） 
現在オンライン化されている申請・届出等手続の一層の普及を図るとともに，電子申請が可能

な手続項目については，電子化に関する課題等を考慮しながら拡大し，県民の利便性の向上や手

続の簡素化に努め，電子申請の利用促進を図ります。 
 

  https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jmiyagi/ 
 

２ 電子認証基盤の運用（地方公共団体組織認証基盤（ＬＧＰＫＩ），公的個人認証基盤） 

第三者による情報の改ざんの防止・通信相手の確認を行う高度な「公的個人認証サービス」を

円滑に運営するとともに，サービス提供の基盤となる地方公共団体組織認証基盤（ＬＧＰＫＩ）(※)

登録分局の整備を促進し，電子申請・届出等手続の電子化を進めるため，国や市町村と連携して，

電子証明書の普及と利便性の向上を推進します。 
 

３ 電子入札・電子調達の推進 
「宮城県建設工事等電子入札システム」及び「宮城県物品等電子調達システム」の運用による

電子入札を実施し，利便性の高い行政サービスを提供するとともに，入札における公平性，透明

性の確保及び競争性の向上を図ります。また，「宮城県物品等電子調達システム」については，平

成２３年度にＡＳＰ(※)サービスに移行し，より費用対効果の高い行政サービスの提供を推進しま

す。 

 http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/ksn.htm 

 http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kst.htm 
 

４ 地方税電子申告システムの運用 

地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）(※)の利用により，法人事業税・法人県民税の電子申告・

電子申請・電子納税の受付を実施し，納税者の利便性の向上とともに，効率的な行政運営を図り

ます。 

 http://www.eltax.jp/index.html 

５ 公金収納の電子化 
インターネットバンキングやモバイルバンキング等を通じて，いつでもどこからでも県税の納

付ができるマルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）による電子収納を実施するとともに，県自

動車税については，インターネットを利用したクレジットカードによる納付を受け付けるクレジ

ット収納システムを運用し，納税者の利便性の向上を図ります。 
また，現在運用している電子収納システムの費用対効果を検証しながら，県への手数料などの 

納付についても，電子決済システムの導入について検討します。 
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【主な取組】 

６ 自動車保有関係手続のワンストップサービスシステム（ＯＳＳ）の整備 

インターネットを利用して，自動車の保有に関する保管場所証明，登録・検査，各種税の納付な 
ど様々な手続が可能なワンストップサービスシステムの構築に向け，国や各都道府県，各都道府 
県警察等と連携を図りながら，導入検討・準備を進めます。 

 

７ インターネット公売の実施 

県税の滞納処分による差押財産について，インターネットを利用した公売を実施し，公売参加

者の利便性を高め，一層の徴収強化と滞納の未然防止を図ります。 
 

 

 

 

 ◆１ 電子申請の推進（宮城県電子申請システム） 

（https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/MainMenu.do?lcd=040002） 
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【目標指標】 

指  標 
現状値 

（21年度） 

目標値 

（25年度） 

電子申請利用率 22.6％ 30％ 

指  標 
現状値 

（21年度末） 

目標値 

（25年度末） 

電子証明書の有効発行件数 15,985件 20,000件 

※ 電子申請利用率：電子申請が可能な手続について，書面によるものを含む申請等の全体件数 

に占める電子申請件数の割合 
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現状と課題 

これまで本県では，行政事務の効率化を図るため，情報処理技術発展の成果を各種情報シス

テムの導入という形で取り入れ，様々な業務システムを稼働させてくるとともに，それらのシ

ステムを運用する基盤として，情報通信ネットワークの整備を進めてきました。 
高速大容量の情報通信ネットワークである「みやぎハイパーウェブ」は，庁内ＬＡＮ(※)であ

る「宮城県総合情報ネットワーク」や国・市町村を結ぶ「総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）
(※)」等を結合して運用している広域通信回線網（ＷＡＮ）(※)として整備を進め，平成１５年度

に全市町村との接続を完了したのち，県の地方公所や県立学校，県内警察署へと順次拡大し，

内部事務システム（バックオフィスシステム）等の新たな業務開始に対応するため，通信環境

の整備を行ってきました。この「みやぎハイパーウェブ」は，「総合行政ネットワーク（ＬＧＷ

ＡＮ）」を経由して，国の機関通信インフラ網である霞が関ＷＡＮ(※)とも結ばれており，国，都

道府県，市町村間において，より広範な情報の交換・共有が可能になっており，「みやぎハイパ

ーウェブ」の安定的な運用を背景として，情報通信ネットワークを活用した事務の効率化・迅

速化を実現しています。 
一方，県の業務では，平成１７年４月に，電子県庁構築の基幹となる「宮城県電子県庁共通

基盤システム」を運用開始し，その後順次稼働した，電子申請・電子入札などの県民への行政

サービスを提供するフロントオフィスシステムや，内部事務システム（バックオフィスシステ

ム）の共通の基盤を成し，全体として効率性の高いシステムを実現しています。この「宮城県

電子県庁共通基盤システム」は，文書管理機能，電子決裁機能，職員認証機能，情報共有機能

を有し，庁内の意思決定の迅速化や，情報の共有化による業務の効率化を図っています。 
また，「宮城県庶務業務支援システム」，「宮城県財務総合管理システム」などのバックオフィ

スシステムについては，平成２０年４月から本稼働を開始し，定型的な事務処理の簡略化，決

裁事務の簡素化による事務量の軽減により，効率的で質の高い行政運営を実施しています。 
このバックオフィスシステムの本格運用や事務の集中処理等により，これまで，庁内の総務

事務の効率化を促進してきましたが，一部の事務については，現在も各部局や所属単位で処理

しており，今後は，各所属等に分散している事務の見直しを図り，さらに効率化を推進する必

要があります。 
また，これらのシステムを活用した円滑な行政運営には，情報通信ネットワーク基盤の安定

した運用を欠くことはできず，増大する情報量に対応した適正な運用により，電子自治体の円

滑な運営を確保することが求められています。 
 

取組方針 

これまで構築したシステムの効果的な活用を進め，共通的かつ定例的な業務の全庁的な集中

処理化を進めるなど，一層の事務の簡素化・効率化を図ることにより，行政サービスの一層の

向上を推進します。また，基盤となる情報通信ネットワークの安定した運用を行い，円滑な電

子自治体の運営を支えます。 
 

３ 電子県庁による効率的・効果的な行政運営 
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 【主な取組】 

１ みやぎハイパーウェブの運用 
電子県庁・電子自治体の実現の基盤として，県の機関や市町村との間をつなぐ行政情報通信ネ

ットワークである「みやぎハイパーウェブ」の安定的な運用を実施し，事務の効率化・迅速化を

図るとともに，増大する情報量に対応した情報通信ネットワークの最適化を図り，効率的な運用

を行います。 

２ 宮城県電子県庁共通基盤システムの運用 
「宮城県電子県庁共通基盤システム」の文書管理機能，電子決裁機能，情報共有機能及び電子

申請・電子入札・電子調達など他の情報システムとの連携機能を提供し，全体として機能性，効

率性の高いシステム運営を図ります。 

３ 宮城県庶務業務支援システムの運用 
職員が自ら各種内部事務手続を行う「宮城県庶務業務支援システム」の運用により，内部事務

処理を効率化して庶務担当者の事務量を軽減し，効率的な行政運営を行います。 
また，システムの導入効果をさらに高めていくために，現在，全庁的に各所属等で処理してい

る共通的かつ定例的な業務について，集中処理機関「（仮称）総務事務センター」を設置して行う

ことを含め，合理的かつ経済的な事務処理の方策について検討を進めます。 

４ ＣＡＬＳ／ＥＣの整備 
公共事業において，これまで紙でやり取りされていた図面や文書，計算書等の資料を電子化し，

電子納品や情報共有化などの実施により，事業の効率化，品質の確保，コスト縮減等を図るＣＡ

ＬＳ／ＥＣ(※)の導入に向け，電子化の促進や職員研修を進めます。 
 

５ 県庁組織の政策力向上に向けた取組の推進 

個々の職員が有する知識や理論，ノウハウなどの様々な情報を組織的に共有化するとともに，

全職員が所属や役職にとらわれることなく自由にアイディアを出しながら前向きな議論等を行う

場として開設した「Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ（エムスクエア）」の運用により，県政の効果的・効率的な

推進を図り，県庁組織の政策力の向上を目指します。 

 

 ◆１ みやぎハイパーウェブのネットワーク概要図 
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 ◆２ 宮城県電子県庁共通基盤システムの運用 

◆３ 宮城県庶務業務支援システムの運用 
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【目標指標】 

指  標 
現状値 

（21年度） 

目標値 

（25年度） 

文書事務における全起案件数に占める電子決裁の利用率 12.2％ 30％ 
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現状と課題 

県では，高度化された情報通信技術（ＩＴ）を利用し，より質の高い行政サービスを提供す

るため，各業務の情報化を進め，電子県庁の実現に向けた取組を行ってきました。一方，厳し

い財政状況のなかで，より一層の行政コスト削減や行政運営の効率化・高度化の推進が求めら

れており，限られた予算を適正に配分した効率的な投資により，費用対効果の高い情報システ

ムを構築することが今まで以上に必要となっています。また，グリーンＩＴの観点からも，環

境負荷軽減にも配慮した効率的なシステム構築が求められています。 
これまで，県の情報システムは，業務を所管する担当部署それぞれにおいて調達・開発が行

われてきたため，横の連携的な活用にはあまり着目されず，一部のシステムにおいてはデータ

や機能の重複が見られるなど，全庁的な視点で見ると必ずしも最適化が図られているとは言い

難い状況にありました。 
また，職員の知識や経験不足のため，発注者としての主体性があいまいとなり，システム開

発業者依存になっているケースや，情報システム開発後の運営費や再構築にかかる費用など，

システムのライフサイクルに必要な経費が十分に把握されておらず，非効率的・非経済的な開

発が行われている場合があるなど，情報システムに関して十分な知識や経験を有する職員の育

成や，知識不足や経験不足を補うための体制づくりも課題となっていました。 
このような状況を受け，全庁的かつ中長期的視点から，効果的・効率的なＩＴ投資を実現し，

情報システムの関連経費の削減など費用対効果の向上を図ることを目的に，平成２１年２月に

「宮城県情報システム基本方針」及び「宮城県情報システム最適化計画」を策定し，平成２５

年度末までに既存情報システムの維持管理経費を２０％削減するという目標の下，全体最適化

に向けた取組を進めています。 
具体的には，同時に策定した「宮城県情報システム調達ガイドライン」及び「宮城県情報シ

ステム開発標準書」に基づき，調達手続等の標準化を図るとともに，情報システムの統括管理

を行い，システムの統廃合やＡＳＰサービスの導入等によるコスト削減策を実施するなど，全

庁的な視点から効率的なＩＴ投資の実現を図っています。また，調達ガイドラインや開発標準

書に関する職員研修の実施による関係職員のスキル向上を図るとともに，ＩＴに関する専門的

知識を有するＩＴアドバイザーを庁内に設置し，情報化やＩＴ投資に関する技術的課題・問題

への助言・指導を行うことにより，的確な統括管理につなげています。さらには，維持管理経

費の一層の削減に向け，サーバの統合・仮想化(※)について，将来的な実現可能性を含めた検討

を実施することとしています。 

このような取組の結果，平成２１年度末までの累計で約１億７千６百万円の維持管理経費の

削減（削減率約７．３６％）を達成しました。（削減額は，平成２２年２月調査結果）今後も，

これらの方針・計画等に基づき，庁内情報システムの全体最適化に向けた取組を着実に実施す

るとともに，クラウド・コンピューティングなどの新しい技術の活用等，一層の効果的かつ効

率的なＩＴ投資の実現に向けて検討を行い，費用対効果の向上を図っていく必要があります。 
 

取組方針 

 「宮城県情報システム最適化計画」に基づき，情報システム調達の統括管理や情報システム

の統廃合等によりコスト削減を進めるとともに，グリーンＩＴの観点からも環境負荷軽減に貢

献します。  
また，クラウド・コンピューティング技術など，新たな技術の活用を検討し，一層の効果的

かつ効率的なＩＴ投資を行うことにより，情報システムの費用対効果の向上を図ります。 

４ 情報システム全体最適化の推進 
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 【主な取組】 

１ 宮城県情報システム最適化計画の推進 

全庁的かつ中長期的な視点から，情報システムの調達における費用対効果の向上を図るため，

「宮城県情報システム最適化計画」に基づく調達の標準化や統括管理，情報システムの統廃合，

ＡＳＰサービス導入等の推進，サーバの統合・仮想化の検討等を実施し，情報システムの最適化

の着実な実施に引き続き取り組みます。 
また，クラウド・コンピューティング技術の活用など，一層の効果的かつ効率的なＩＴ投資の

実現に向けて，最新の情報技術の導入を検討します。 

 

（１）情報システム調達の統括管理 

「宮城県情報システム調達ガイドライン」及び「宮城県情報システム開発標準書」に基づき，

企画・計画，開発，運用・保守及び評価の各工程における手続や作業手順，成果物の仕様等の標

準化を図り，情報システム調達の統括管理を実施します。 
 

（２）庁内ＩＴアドバイザーの設置 
県庁内の各課室からの情報化に関する技術的課題・問題等の相談に対応するＩＴアドバイザー

を情報政策課内に設置し，各課室・地方公所への技術的支援を行うことにより，的確及び着実な

情報システム調達の統括管理を実施します。 
 

（３）職員研修の充実（情報システム調達研修の実施） 
「宮城県情報システム調達ガイドライン」で標準化された調達手続等に関する職員研修を実施

し，庁内職員のスキル向上を図ります。 
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 ◆ 情報システム最適化の取組（概要） 

 

 
 
 
【目標指標】 

指  標 
現状値 

（21年度） 

目標値 

（25年度） 

情報システムの維持管理経費 2,223百万円 1,920百万円 
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現状と課題 

パソコンやインターネットなどの急速な普及による社会経済の情報化の進展に伴い，行政の

情報化を取り巻く環境も急速に変化しており，県においても「電子県庁の構築」をはじめとす

るさまざま情報化施策に取り組み，情報システムの導入や情報資産の電子化，ネットワーク化

による情報の共有化などを進め，事務の効率化による行政サービスの向上に努めてきました。 

一方，これら情報システムは常に盗難，漏えい，改ざん，破壊，災害等の脅威にさらされて

おり，取扱いを誤ると県政運営に大きな影響を与え，結果として県民のみならず広く社会に対

して重大な影響を及ぼすこととなります。  

 このため，県では，保有する情報資産に対する情報セキュリティ対策を体系的かつ総合的に

定めた「情報セキュリティポリシー(※)」を平成１５年８月に策定するとともに，情報セキュリ

ティに関する各種職員研修や自己点検の実施，さらに，内部監査や最新のセキュリティ対策情

報に関する注意喚起を継続的に行うことにより，業務上保有する個人情報をはじめとする情報

資産の保護対策や適正管理など情報セキュリティ維持向上の取組を実施しています。 

今後も，情報通信技術を安全に活用し，県民が安心して利用できる電子県庁を推進するため

に，情報セキュリティ対策を常に見直し，新たなリスクの出現にも迅速・的確に対応できるよ

う，不断に強化し続ける必要があります。 
また，業務の多くが情報システム等に依存している中で，大規模災害発生時に情報システム

等が中断すると，当該業務の継続に多大な支障を及ぼすだけでなく，県民生活や地域経済活動

にも深刻な影響を与えることが心配されます。特に本県においては，近い将来，宮城県沖地震

の発生が高い確率で予想されており，非常時においても，情報システムを利用した重要業務が

中断することなく，また，中断した場合でも可能な限り早急に復旧できる体制づくりが課題と

なっていました。 
そのような課題に対応するために，必要な事前対策や，被災時における業務継続のための行

動計画及び情報システムの復旧計画である「情報システムに係る業務継続計画（ｉ－ＢＣＰ(※)）」

を平成２２年６月に策定しました。計画では，県が管理する全ての情報システムを対象とし，

非常時の対応が滞ることのないよう，「ＩＴ依存度」や停止することによる「影響の重大性」な

どを考慮し，復旧を優先する情報システムを優先度の高い順にグループに分けてリストアップ

するとともに，業務継続に向けた全庁的な取組として，情報収集等の体制を整備し，大規模地

震に備える全庁的な取組についても整理しています。 
今後も，災害発生時においても，県民の生命や身体，財産を保護するという県の責務を果た

すための体制を確保するため，当該計画の定着及び実効性を高めていく取組が求められていま

す。 
 

取組方針 

(1) 個人情報保護，情報セキュリティ確保の観点から，職員に対する情報セキュリティ対策向 
上の取組を一層強化し，県民が安心して利用できる電子県庁を構築します。 

(2) 「情報システムに係る業務継続計画（ｉ－ＢＣＰ）」に基づき，大規模地震が発生しても， 
県の重要業務を継続できるよう，当該計画の定着及び実効性の向上を図ります。 

 

５ 情報セキュリティ対策等の推進 
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 【主な取組】 

１ 情報セキュリティ対策の強化 
情報セキュリティポリシーに基づき適正な情報セキュリティ対策を講じるとともに，職員向け

情報セキュリティ広報誌の発行や全職員による自己点検（セルフチェック）の実施，最新情報の

周知による注意喚起等を実施し，情報セキュリティの確保を図ります。 
 

（１）情報セキュリティ監査の実施 
情報セキュリティ対策の実効性を確保するため，セキュリティ内部監査に加え外部監査を実施

することにより，情報資産の流出防止の一層の徹底を図ります。 
 

（２）職員研修の充実（情報セキュリティ研修の実施） 
職員研修における情報セキュリティに関するカリキュラムの充実を図り，職員の一層の情報セ

キュリティ遵守に向けた取組を実施します。 

２ 情報システムに係る業務継続計画（ｉ－ＢＣＰ）に基づく業務継続確保 

 情報システムを利用して行っている業務について，災害発生時における業務中断の未然防止及

び早期復旧を図ることを目的に策定した「情報システムに係る業務継続計画（ｉ－ＢＣＰ）」の定

着及び実効性の向上を図るため，毎年度，大規模地震等の発生を想定した訓練を実施するととも

に，定期的な見直しを行います。 
 

 
 
 
◆１ 宮城県情報セキュリティポリシーの文書体系 
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◆２ 情報システムに係る業務継続計画（ｉ－ＢＣＰ）の概念図 

 

 
 
 
 
  
【目標指標】 

指  標 
現状値 

（22年度） 

目標値 

（23～25年度） 

情報セキュリティ監査実施済所属数 － 全所属 

情報セキュリティ外部監査実施回数 実施なし １回／年 

※ 情報セキュリティ監査については，平成２３～２５年度の３年間に全所属を実施 
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現状と課題 

電子自治体化の推進に当たっては，県だけではなく県民に最も身近な市町村の電子自治体化

が促進されることにより，県民の一層の利便性向上につながります。 
これまで，県及び県内市町村においては，高度なセキュリティを確保した地方公共団体間を

つなぐ専用ネットワークである「総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）」の運用や公的個人認証

の普及，「住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）」の運用による行政手続業務の効

率化など，電子自治体化の推進に取り組んできました。 
また，県では，平成１４年６月に「宮城県電子市町村推進会議」を設立して以降，電子申請

サービスの導入や各種情報システムの共同開発・運用，情報システム関連機器の共同調達等の

課題について，県内市町村との協議・検討や情報提供等による支援を行ってきました。平成 
２０年１１月には，電子申請システムの導入促進等を図るため，「宮城県電子自治体推進協議会

（宮城県電子市町村推進会議を改組）」を設置し，電子申請システム市町村共同導入の検討を経

て，平成２２年７月から「宮城県・市町村共同電子申請サービス（みやぎ電子申請サービス）」

の運用を開始しました。 
この「みやぎ電子申請サービス」は，「ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ」を活用して県及び県内２４市町

が共同で運用を行っており，単独導入に比較し大幅な経費削減を実現し，より費用対効果が高

い行政サービスの提供を行っています。 
また，電子自治体化を推進する上で，各市町村においては，限られた予算の中でより費用対

効果が高い情報システムの導入を図り，一層の業務の効率化を図ることがこれまで以上に求め

られていますが，財政負担の増加や専門的な知識を持つ人材の不足などの課題を抱えているの

が現状です。このため，県では，専門的なスキルを有する市町村ＩＴアドバイザーを設置する

ことにより，市町村の情報システム開発や更新にあわせて技術的サポートやアドバイスを実施

し，適切なＩＴ調達と業務の効率化が図られた情報システムの導入を支援してきました。 
このような状況の中，国の「新たな情報通信技術戦略」では，主要な申請手続や証明書入手

の週７日２４時間ワンストップ化やコンビニ等に設置された行政キオスク端末を通じたサービ

ス利用などを将来目標に掲げており，一層の住民サービスの向上に努めていくことが求められ

ています。また，ＡＳＰサービスやＳａａＳ(※)をはじめとするＩＴ利活用の進展による，ＩＴ

のいわゆる「所有から利用へ」のパラダイムシフトへの対応や，クラウド・コンピューティン

グなど近年のＩＴ分野の技術革新を活用したより効率的で費用対効果の高い情報システム構

築，運用の実現が課題となっています。 
 

取組方針 

県民にとって最も身近な自治体である市町村の情報化を促進し，電子自治体化による利便性

の高い行政サービスの一層の向上を図るとともに，クラウド・コンピューティング等の新たな

ＩＴ技術の共同導入可能性について検討を行い，費用対効果の高い行政運営の実現を支援しま

す。 

 

６ 市町村の電子自治体化の促進 
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 【主な取組】 

１ 市町村共同化の推進 
平成２２年度から県及び県内２４市町での共同利用を開始した「宮城県・市町村共同電子申請

サービス（みやぎ電子申請サービス）」について，円滑な運用，提供サービスメニューの充実に努

めます。 
また，宮城県電子自治体推進協議会等において，自治体クラウド(※)の導入検討などをはじめと

して，市町村の電子自治体化に関する研究や情報提供，情報交換を図るとともに，市町村におけ

る情報システムの共同導入や情報システム関連コスト削減に向けた共同調達等の実現に向けた取

組を支援します。 

２ 市町村ＩＴアドバイザーの設置（電子市町村推進支援） 

市町村が行う各種情報システムの企画，開発，運用等の各段階で発生する技術的課題・問題等 

に対して，県が設置するＩＴアドバイザーの活用により相談等業務を行い，市町村の情報化を支 

援します。 

 

３ 職員研修の充実（市町村職員への研修機会の提供） 

県が実施する職員研修に対して市町村職員の参加機会を提供し，市町村職員のＩＴスキル向上

のための取組に対する支援を実施します。 

４ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の運用 
地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し，地方公共団体間のコミュニケーションの

円滑化，情報の共有を図る「総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）」を有効活用し，市町村間の行

政事務の効率化や迅速化を図ります。 

５ 住民基本台帳ネットワークシステムの運用 
「住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）」の安定的な運用を行うとともに，電子証明

書の格納媒体となる住民基本台帳カード（住基カード）の利用促進を図るため，その他の有効な

多目的利用方法について各市町村との連携を図りながら検討します。 
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 ◆１ 市町村共同化の推進《宮城県・市町村共同電子申請サービス（みやぎ電子申請サービス）》 

（https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jmiyagi/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
第４章 重点分野における具体的取組 

  

 70

◆４ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）のイメージ図 

 
 

 

- 3 -

霞が関ＷＡＮ

県内市町村

インターネット

インターネットを利用した

住民サービスの提供

・電子申請・施設予約

・情報提供・電子調達 ｅｔｃ

組織認証基盤

個人認証基盤

公共施設

住 民

民間企業

ＬＧＷＡＮ
総合行政ネットワーク

全国ＮＯＣ

宮城県ＮＯＣ

他都道府県ＮＯＣ

専用回線を利用した
ネットワーク

ＬＧＷＡＮと

直接接続は
しない

国と地方の行政機
関を相互に接続
（迅速な文書交換
や情報共有）

他都道府県 他県内市町村

役場内ＬＡＮ

府省ＬＡＮ

府省ＬＡＮ

宮城県

サービス提供設備

サービス

提供設備

サービス

提供設備

サービス

提供設備

 
 
 
 
【目標指標】 

指  標 
現状値 

（22年度（見込）） 

目標値 

（25年度） 

みやぎ電子申請サービスにおける申請・届出等の年間利用件数

（参加市町分） 
10,364件 15,000件 

 
 
【参考】 

住民基本台帳カード（住基カード）を利用した住民サービス［塩竈市，名取市］ 
塩竈市及び名取市では，住基カードを電子証明書の格納媒体や公的な身分証明書として通常の

方法で利用している他，各種証明書自動交付機の認証カードとして独自に活用しています。 
住基カードを認証カードとすることで安全・安心な本人確認を可能とするとともに，認証カー

ドのワンカード化や窓口混雑の緩和を図り，住民サービスの向上に取り組んでいます。 
  
※自動交付機での取扱証明書 

  塩竈市：住民票の写し，印鑑登録証明書，外国人登録原票記載事項証明書，戸籍謄本・抄本，市県民税課税・ 
非課税（所得）証明書〈※原年度分のみ〉 

  名取市：住民票の写し，印鑑登録証明書 


